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告
　
示

◯
土
地
収
用
法
に
よ
る
事
業
の
認
定
（
二
三
七
・
建
設
管
理
課
）

秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
の
認
定
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
起
業
者
の
名
称
　
本
荘
市

二
　
事
業
の
種
類
　
緑
地
・
広
場
整
備
事
業

三
　
起
業
地

（一）

収
用
の
部
分
　
秋
田
県
本
荘
市
神
沢
字
冷
水
地
内

（二）

使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
付
け
で
本
荘
市
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
緑
地
・
広
場
整
備
事
業

（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
業
認
定
の
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（一）

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
緑
地
、
広
場

に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
。

（二）

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
漁
業
集
落
に
お
け
る
生
活
の
利
便
性
の
向
上
を
図
り
、
漁
村
地
域
の
定
住
環

境
の
形
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

起
業
者
は
農
林
水
産
大
臣
よ
り
整
備
事
業
基
本
計
画
の
承
認
を
得
て
、
本
件
事
業
を
施
行
す

る
権
能
を
有
す
る
主
体
で
あ
り
、
か
つ
、
農
林
水
産
省
所
管
一
般
会
計
及
び
本
荘
市
一
般
会
計

に
お
い
て
予
算
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と

能
力
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（三）

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

（１）

本
件
事
業
は
、
漁
業
振
興
の
基
盤
た
る
漁
港
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
漁
業

集
落
に
お
け
る
漁
港
利
用
の
向
上
並
び
に
生
活
の
安
全
性
、
利
便
性
及
び
快
適
性
の
向
上
を

図
り
、
漁
村
地
域
の
定
住
環
境
の
形
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
平
成
七
年
度
に
農
林
水

産
大
臣
よ
り
承
認
を
受
け
た
整
備
事
業
基
本
計
画
に
基
づ
く
漁
業
集
落
環
境
整
備
事
業
の
一

環
と
し
て
施
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

当
該
整
備
事
業
基
本
計
画
の
区
域
は
、
漁
業
集
落
特
有
の
狭
あ
い
な
地
形
が
制
約
と
な

り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広
場
及
び
災
害
時
の
避
難
場
所
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
り
、

住
民
の
地
域
活
動
、
余
暇
の
有
効
活
用
及
び
健
康
増
進
の
面
で
支
障
を
来
し
て
い
る
。
ま

た
、
同
区
域
は
、
本
荘
市
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
、
津
波
、
高
潮
に
よ
る
被
災
予
想
地
域

と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
住
宅
が
密
集
し
て
い
る
た
め
、
火
災
に
よ
る
延
焼
の
危
険

性
も
有
す
る
状
況
に
あ
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
積
極
的
か
つ
自
発
的
な
地
域
活
動
の
推
進
が
図
ら
れ
、
災
害

時
の
避
難
場
所
の
確
保
も
可
能
と
な
る
等
の
総
合
的
な
定
住
環
境
の
整
備
が
図
ら
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
潤
い
の
あ
る
快
適
な
住
環
境
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

（２）

一
方
、
本
件
事
業
は
、
起
業
地
に
お
い
て
造
成
の
た
め
一
部
切
土
が
行
わ
れ
る
こ
と
か

ら
、
工
事
期
間
中
の
騒
音
に
よ
る
周
辺
環
境
へ
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
そ
の
周
辺
に
民
家
が
密
集
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
周
辺
環
境
へ

の
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（３）

ま
た
、
本
件
事
業
の
起
業
地
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
候
補
地
と
し
て
、
二
箇
所
存

在
す
る
が
、

ア
　
整
備
事
業
基
本
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
、
交
通
の
利
便
性
及
び
立
地
環
境
が
良
好
な

こ
と
。

イ
　
支
障
物
件
の
多
寡
、
造
成
の
必
要
性
及
び
附
帯
工
事
の
有
無
か
ら
、
事
業
費
の
経
済
性

が
優
れ
て
い
る
こ
と
。
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等
の
基
準
に
よ
り
候
補
地
の
優
劣
を
比
較
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
二
案
中

交
通
の
利
便
性
が
良
く
、
経
済
性
に
お
い
て
も
優
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
最
も
適
切
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。

（４）

（１）
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と
（２）
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
と

も
に
、
（３）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
他
の
候
補
地
と
比
較
し
て
最
も
適
切

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
。

（四）

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

（１）

近
年
、
余
暇
時
間
の
有
効
利
用
方
策
が
要
望
さ
れ
る
中
に
お
い
て
、
当
該
地
域
住
民
か
ら

気
軽
に
利
用
で
き
る
施
設
の
整
備
が
望
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
、
災
害
時
の
危
険
性
を
回
避

し
、
住
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
を
整
備
す
る
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ

て
、
事
業
効
果
を
早
期
に
発
現
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（２）

ま
た
、
本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
整
備
事
業
基
本
計
画
に
基
づ
き
、
本
件
事

業
効
果
を
発
現
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
起
業
地
の
範

囲
は
一
時
的
な
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用
の
手
段
に
は
な
じ
ま
な
い
た

め
、
収
用
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（３）

以
上
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
本
件
事
業
は
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（五）

結
論

（一）
か
ら
（四）
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充

足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
の
認

定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

本
荘
市
役
所
農
林
水
産
課
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